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新 旧 

店頭デリバティブ取引説明書 

（DMM CFD-Index） 

（金融商品取引法第 37条の 3の規定による契約締結前交付書面） 

 

（DMM CFD-Index 取引のリスク等重要事項について～DMM CFD-Index 取

引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（□相対取引（あいたいとりひき）～□ヘッジ取引（へっじとりひき） 

省略） 

 

□マージンカット（まーじんかっと）―Margin cut 

毎営業日のマーケットクローズ後に、証拠金維持率判定を行っており、

当該時点において証拠金維持率が 100%を下回った場合、翌営業日のオー

プン時点で追加証拠金が発生します。当該翌営業日の 22 時 59 分までに

追加証拠金額が 0円とならない場合に、当該翌営業日の 23時 00 分（マ

ージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要する

場合があります）に、お客様の全ての未決済ポジションを反対売買によ

り強制決済することをいいます。 

（例えば、金曜日のマーケットクローズ後に証拠金維持率が 100%を下回

っていた場合、翌営業日の 22時 59 分（月曜夜）までに追加証拠金が 0

円とならなければ、月曜日 23時 00 分にマージンカットとなります。） 

 

店頭デリバティブ取引説明書 

（DMM CFD-Index） 

（金融商品取引法第 37条の 3の規定による契約締結前交付書面） 

 

（DMM CFD-Index 取引のリスク等重要事項について～DMM CFD-Index 取

引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（□相対取引（あいたいとりひき）～□ヘッジ取引（へっじとりひき） 

省略） 

 

□マージンカット（まーじんかっと）―Margin cut 

毎営業日のマーケットクローズ後に、証拠金維持率判定を行っており、

当該時点において証拠金維持率が 100%を下回った場合、翌営業日のオー

プン時点で追加証拠金が発生します。当該翌営業日の 22 時 59 分までに

追加証拠金額が 0円とならない場合に、当該翌営業日の 23時 00 分（マ

ージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要する

場合があります）に、お客様の全ての未決済ポジションを反対売買によ

り強制決済することをいいます。 

（例えば、金曜日のマーケットクローズ時点（銘柄により時間が異なり

ます）で証拠金維持率が 100%を下回っていた場合、翌営業日の 22 時 59

分（月曜夜）までに追加証拠金が 0円とならなければ、月曜日 23 時 00

分にマージンカットとなります。） 
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（以下、省略） 

 

令和 8年 5月 31 日 改訂 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

店頭デリバティブ取引説明書 

（DMM CFD- Commodity） 

（商品先物取引法第 217 条第 1 項の規定による契約締結前交付書面） 

 

（店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について～DMM CFD-

Commodity 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（□相対取引（あいたいとりひき）～□ヘッジ取引（へっじとりひき） 

省略） 

 

□マージンカット（まーじんかっと）―Margin cut 

毎営業日のマーケットクローズ後に、証拠金維持率判定を行ってお

り、当該時点において証拠金維持率が 100%を下回った場合、翌営業日

のオープン時点で追加証拠金が発生します。当該翌営業日の 22 時 59

分までに追加証拠金額が 0円とならない場合に、当該翌営業日の 23時

00 分（マージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定処理に時

（以下、省略） 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

店頭デリバティブ取引説明書 

（DMM CFD- Commodity） 

（商品先物取引法第 217 条第 1 項の規定による契約締結前交付書面） 

 

（店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について～DMM CFD-

Commodity 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（□相対取引（あいたいとりひき）～□ヘッジ取引（へっじとりひき） 

省略） 

 

□マージンカット（まーじんかっと）―Margin cut 

毎営業日のマーケットクローズ後に、証拠金維持率判定を行ってお

り、当該時点において証拠金維持率が 100%を下回った場合、翌営業日

のオープン時点で追加証拠金が発生します。当該翌営業日の22時59分

までに追加証拠金額が 0円とならない場合に、当該翌営業日の 23時 00

分（マージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間
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間を要する場合があります）に、お客様の全ての未決済ポジションを

反対売買により強制決済することをいいます。 

（例えば、金曜日のマーケットクローズ時点後に証拠金維持率が 100%

を下回っていた場合、翌営業日の 22 時 59 分（月曜夜）までに追加証

拠金が 0 円とならなければ、月曜日 23 時 00 分にマージンカットとな

ります。） 

（以下、省略） 

 

令和 8年 5月 31 日 改訂 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

を要する場合があります）に、お客様の全ての未決済ポジションを反

対売買により強制決済することをいいます。 

（例えば、金曜日のマーケットクローズ時点（夏時間：土曜日04時 50

分、冬時間：土曜日 05 時 50 分）で証拠金維持率が 100%を下回ってい

た場合、翌営業日の22時59分（月曜夜）までに追加証拠金が0円とな

らなければ、月曜日 23時 00 分にマージンカットとなります。） 

（以下、省略） 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 


